
 

 

 

 

 

 

 

令和５年 

伊豆の国市教育委員会１月定例会 

会議録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和５年伊豆の国市教育委員会１月定例会 

 

開会年月日  令和５年１月27日（金） 午後３時00分～午後５時00分 

場   所  長岡庁舎３階 第５会議室 

日   程 

１ 冒 頭（学校教育課長） 

２ 開 会（教育長） 

３ 会議録署名委員の決定（教育長） 

４ 会期の決定（学校教育課長） 

５ 12月定例会会議録の承認（学校教育課長） 

６ 教育長報告（教育長） 

７ 議事日程（議事進行：教育長） 

日程第 1 報告第 １号 
伊豆の国市保育所等環境改善事業費補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱の制定について 

日程第 2 報告第 ２号 令和４年伊豆の国市議会12月定例会提出議案の議決について 

日程第 3 報告第 ３号 
伊豆の国市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて 

日程第 4 報告第 ４号 
伊豆の国市職員のハラスメントの防止等に関する要綱の一部を改正

する訓令の制定について 

日程第 5 報告第 ５号 伊豆の国市学校運営協議会規程の制定について 

日程第 6 報告第 ６号 
伊豆の国市立小・中学校処務規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて 

日程第 7 議案第 １号 伊豆の国市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第 8 議案第 ２号 令和５年伊豆の国市議会３月定例会の提出議案の意見聴取について 

日程第 9 議案第 ３号  伊豆の国市学校医（園医）の委嘱について 

日程第10 議案第 ４号 伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委嘱について 

日程第11 議案第 ５号 伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委嘱について 

日程第12 議案第 ６号 伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

日程第13 議案第 ７号 令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日の変更について 

日程第14 議案第 ８号 準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について 

８ 閉 会（教育長） 

 

出 席 者  教育委員会 教育長       増 田 貴 史 雄 

            同   委 員       相 原 昇 明 

            同   委 員       岩 田 幸 晴 

            同   委 員       小 池 陽 子 

            同   委 員       清 水 照 子 



 

 

          説明に出席した者の職氏名 

  教育部長          佐 藤 政 志 

  生涯学習課長        山 本 浩 之 

  文化財課長         工 藤 雄一郎 

  幼児教育課長        後 藤 ひろみ 

  学校教育課統括監      久保田 徹 也 

          会議に出席した事務局の職氏名 

学校教育課長         植 松 正 輝 

副参事兼教育総務係長    鈴 木 重 隆 

学校教育課教育総務係    川 口 真由美 

９ その他（進行：学校教育課長） 

① 小・中学校の児童・生徒の問題行動について 

② 次回以降の定例教育委員会の開催について 

 

■植松学校教育課長 

皆さま、こんにちは。本日は、お忙しい中、ご出席いただき、ありがとうござ

います。 

開会に先立ちまして、増田教育長より、皆さまにごあいさつ申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■増田教育長 

本日は、４名出席しておりますので、委員会は成立しております。 

ただいまより、令和５年教育委員会１月定例会を開催いたします。本日の会議

録に署名する委員は、相原委員と小池委員にお願いいたします。 

■植松学校教育課長 

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

会期につきましては、本日１月27日、１日のみということで処理をしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■植松学校教育課長 

ありがとうございます。本日１日だけということでお願いします。 



 

 

次に、先月行いました教育委員会12月定例会開催分の会議録の報告と承認の件

に入ります。 

会議録の写しを配付してございます。実施日、出席者、議案の案件、議決内容、

署名等の会議内容を記載してございます。こちらについては、見ていただき承認

されたということで処理をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■植松学校教育課長 

ありがとうございます。ここで、教育長から報告事項を申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■増田教育長 

それでは、本日の議事日程に入ります。 

日程第１ 報告第1号「伊豆の国市保育所等環境改善事業費補助金交付要綱の一

部を改正する要綱の制定について」の説明をお願いします。 

■後藤幼児教育課長 

幼児教育課後藤です。よろしくお願いいたします。 

報告第1号「伊豆の国市保育所等環境改善事業費補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱の制定について」説明します。 

資料５ページをお開きいただき、第１の趣旨をご覧ください。 

この要綱は、市内の民間園に対して、子どもの安全や保育士の業務効率化のた

め、例えばシステム等を導入した場合に、その費用を助成するために必要事項を

定めたものです。今回の改正は、この要綱を定めた根拠となる国の「保育所等業

務効率化推進事業」の要綱が改正になったことによるものです。 

資料４ページの新旧対照表をご覧ください。 

第３ 補助対象事業の（２）が根拠となる国の要綱に沿って改正した個所です。

古い方は平成30年２月22日付けの要綱に則っていますが、新しい方は令和３年度

補正予算対応分として、令和４年１月24日付けの国の要綱を根拠としています。

こちらが主な改正点になっています。その他補助額等には変更ありません。 

なお、この改正は令和４年度分の補助金から適用します。以上で説明を終わり

ます。 



 

 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第2 報告第2号「令和４年伊豆の国市議会12月定例会提出議

案の議決について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。よろしくお願い致します。 

報告第2号「令和４年伊豆の国市議会12月定例会提出議案の議決について」説明

します。 

定例会に提出した議案は２件あります。 

1つ目は、議案第69号「伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」。 

2つ目は、「令和４年度伊豆の国市一般会計補正予算（第８号）」の教育委員会

分になります。 

資料１ページをお願いします。１つ目の議案、議案第69号は、原案通り可決と

なっております。 

次に、５ページをお願いします。２つ目の議案、議案第70号です。教育委員会

としては、一般会計歳入歳出の補正及び令和５年度の事業執行に係る債務負担行

為を補正しており、こちらも原案通り可決となっております。説明は以上です。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第3 報告第3号「伊豆の国市職員安全衛生管理規程の一部を

改正する訓令の制定について」と日程第4 報告第4号「伊豆の国市職員のハラス

メントの防止等に関する要綱の一部を改正する訓令の制定について」は関連性が

あるため一括の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。 

報告第3号「伊豆の国市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて」と報告第4号「伊豆の国市職員のハラスメントの防止等に関する要綱の一部

を改正する訓令の制定について」説明します。２件とも、規程・要綱の内容に係



 

 

る変更ではなく、表現の改正漏れによる一部改正となりますので、一括して報告

させていただきます。 

第３号、第４号、いずれも１ページをお願いします。 

今年度、市役所組織の改編がされ、これに伴い各規則や要綱の改定を行ったと

ころですが、当２件の規程及び要綱において、組織名の変更が漏れていたため、

ここで改正を行うものです。説明は以上になります。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第5 報告第5号「伊豆の国市学校運営協議会規程の制定につ

いて」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。 

報告第5号「伊豆の国市学校運営協議会規程の制定について」説明します。 

令和４年10月の定例会において、「学校運営協議会規則の制定について」お諮

りをし、承認をいただいたところです。本年４月から、コミュニティスクールの

推進にあたり、学校に学校運営協議会を順次設置をして、運営を行っていくもの

です。本件につきましては、学校運営協議会規則に基づき、組織や組織の運営に

ついてなど運営の事務・実務等に係る規程を定めるものです。説明は以上になり

ます。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

これに基づいて、久保田統括監からお話しすることはありますか。 

■久保田統括監 

各学校には校長を通じて、発足に向けた委員の人選をして頂いているところで

す。ここで承認頂いた様式の中に、推薦者を提出して頂く様式第３号があるので、

これによって名前が挙がった方を事務局に報告して頂き、４月からの委嘱に向け

て準備を進めて行く段階です。 

■増田教育長 

それはまたこの場で、承認を得るものでしたね。 



 

 

■久保田統括監 

はい。そのとおりです。 

■増田教育長 

続きまして、日程第6 報告第6号「伊豆の国市立小・中学校処務規程の一部を

改正する訓令の制定について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。 

報告第6号「伊豆の国市立小・中学校処務規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて」説明します。 

報告第５号にて説明した「伊豆の国市学校運営協議会規程の制定」ですが、こ

れに伴い、市教育委員会の小・中学校処務規程の改正が必要なことから、その一

部について改正し制定するものです。新旧対照表をご覧ください。第12条に、校

長が教育委員会に提出すべき文書として、学校運営協議会委員の推薦書を追加し

ました。これまでなかったため、改めて追加したものです。説明は、以上となり

ます。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第7 議案第1号「伊豆の国市立学校管理規則の一部を改正す

る規則の制定について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。議案第1号「伊豆の国市立学校管理規則の一部を改正する

規則の制定について」説明します。 

本案ですが、報告第５号及び第６号で説明をした、「学校運営協議会に関連す

る、規則の一部を改正する規則について」になります。新旧対照表をご覧くださ

い。学校管理規則第32条で「校長は教育委員会の定めるところにより学校評議員

を置く」としていましたが、学校運営協議会の設置に伴い、この組織が学校評議

員に代わるため、学校運営協議会を設置する学校以外は、学校評議員を置くとす

るものです。先行する小規模校である大仁北小、韮山南小、長岡北小にコミュニ

ティスクールが設置されますので、これらの学校は、学校運営協議会が設置され



 

 

た学校となります。大規模校は、まだ学校評議員が置かれた状態なので、学校評

議員を置くとするものです。説明は、以上となります。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

来年、再来年のしばらくは、複数で平行して行っていくことになるかと思いま

す。 

■植松学校教育課長 

そのとおりです。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第1号「伊豆の国市立学校管理規

則の一部を改正する規則の制定について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第1号「伊豆の国市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について」

は、承認されました。 

続きまして、日程第8 議案第2号「令和５年伊豆の国市議会３月定例会の提出

議案の意見聴取について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。議案第2号「令和５年伊豆の国市議会３月定例会の提出議

案の意見聴取について」説明します。 

今回は、条例の一部改正が３件、令和４年度の補正予算、令和５年度の予算案

について、都合５件の案件がございます。 

初めに、条例の一部改正として、「伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定」について説明します。 

資料２ページをご覧ください。「伊豆の国市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定」についてです。 

児童福祉法福祉施設（放課後児童教室）の設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する厚生労働省令が公報されました。これにより、「放課後児童健全育成事



 

 

業の設備、及び運営に関する基準」が改正されました。この基準に伴い、伊豆の

国市で設置している、放課後児童健全育成事業の基準を改めるものです。 

内容については、４点あります。 

１番目が、安全計画を策定するとしています。ア、イの２つがありますが、児

童の安全確保を図るため、安全に関する事項について、計画を策定するとされま

した。また、策定した計画を、利用者である保護者等に周知し、児童厚生員の研

修訓練を定期的に実施するものです。この背景には、送迎バスにおける事故、虐

待、新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス等、非常時における計画がこ

れまでなかったということで、改めて策定する背景があります。 

次に２番目です。所在の確認、第６条の３関係と示してあります。施設内での

活動、移動等のため自動車等を運行する時は、子ども達の所在を確実に把握する

こと。これができる方向によりまして、確認しなければならないと定められまし

た。 

次に３番目です。業務継続計画の策定等になります。先程申しました感染症、

非常災害時（大規模な災害等までを想定）に、施設が継続的に運営を行えるよう、

業務継続計画を策定し、必要な措置を講じるよう努めなければならないという努

力義務が策定されました。 

最後４番目、衛生管理等になります。感染症、食中毒等の予防、蔓延防止のた

め運営者に対する研修、定期的な訓練に努める。以上が、今回示すものとなりま

す。説明は以上です。 

■増田教育長 

説明が終わりました。 

質問については、課ごとに区切って行いましょう。 

学校教育課からの説明に対し、何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

よろしいですか。それでは、幼児教育課の説明をお願いします。 

■後藤幼児教育課長 

幼児教育課後藤です。 

資料６、７ページをご覧ください。 

伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について説明します。初めに、特定教育 



 

 

・保育施設及び、特定地域型保育事業がどのような施設を指すかを説明します。

資料の幼児教育保育施設をご覧ください。 

特定教育・保育施設について説明します。 

特定教育・保育施設の教育・保育施設とは幼稚園、保育園、認定こども園のこ

とを指します。この内、子ども子育て支援法で定める、施設を運営するための、

給付費を受けるための確認を受けた幼稚園、保育園、認定こども園を特定教育・

保育施設と呼びます。 

次に特定地域型保育事業の地域型保育事業とは、保育所より少人数の単位で、

０から２歳児の子どもを保育する事業を指し、家庭的保育、小規模保育、事業所

内保育、居宅訪問型保育の４つの事業があります。その内、子ども子育て支援法

で定める、施設を運営するための、給付費を受けるための確認を受けた事業を、

特定地域型保育事業と言います。伊豆の国市内では、特定地域型保育事業は、小

規模保育事業を行う民間の２施設があります。 

今回の条例では子ども子育て支援法で、条例で定めることになっている、特定

教育・保育施設である、幼稚園、保育園、認定こども園及び、特定地域型保育事

業である、小規模保育所等の運営に関する基準を定めたものになります。今回の

条例の改正は、民法の一部を改正する法律の施行により、国の内閣府令が改正さ

れたことにより、内閣府令に則って定めている本条例の、該当状況を改正するも

のです。 

資料８ページをご覧ください。 

今回の改正、民法第822条で改正がありました。そちらに懲戒権が定められてい

ましたが、その懲戒権が削除されたことにより、懲戒権に関する事項が規定され

ていた、児童福祉法第47条第３項が改正されたことにより、本条例の該当条文で

ある第26条を削除するものです。なお、施行日は公布の日からとします。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

  質問がないようなので、次の説明をお願いします。 

■後藤幼児教育課長 

続いて家庭的保育事業になります。資料９、10ページをお願いします。 

伊豆の国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について説明します。 



 

 

この条例は、家庭的保育事業等の設備、及び運営に関して事業に従事する者に

ついて、子どもに対する適切な処遇の確保と、厚生労働省令の基準に則って定め

てあり、今回厚生労働省令の改正に合わせて、その一部を改正するものです。 

初めに、本条例の家庭的保育事業とは、どのような事業かを説明します。 

資料、幼児教育・保育施設をご覧ください。家庭的保育事業とは、先程の特定

地域型保育事業と同じで保育所より少人数の単位で０歳児から２歳児の子どもを

保育する事業のことを言い家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型

保育の４つの事業があります。こちらは地域型保育事業が児童福祉法でいうと家

庭的保育事業と名称が改まります。こちらの方も伊豆の国市内には小規模保育事

業を行う民間の２施設があります。 

今回の改正は５点になります。概要説明書の２の内容をご覧ください。１点目、

２点目は主に牧之原のこども園で起きた送迎バスでの園児置き去り死亡事故を受

けて追加されたものになります。 

１点目は、子どもの安全確保を図るために安全計画の策定の義務化。 

２点目は、子どもの所在確認のため施設外での活動等のため自動車などで移動

する時の確実な子どもの所在の把握及び送迎バスでの安全義務装置使用が義務化

されました。 

３点目は、インクルーシブ保育です。小規模保育所において他の社会福祉施設

を併設している場合は配置基準と保育に支障がない限り職員を兼務する事ができ

るものとして該当条文を改正しました。 

４点目は、懲戒権の削除です。これは先程説明したものと同じになっています。 

５点目は、衛生管理等として現在は感染症や食中毒防止のために必要な措置を

講ずるものとなっており今回はその必要な措置として具体例を研修や定期的な訓

練として追加しました。 

以上が改正点になります。施行日は、懲戒権は公布の日からです。それ以外の

改正は、令和５年４月１日になります。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■相原委員 

先程の懲戒権の削除についてもう一度説明してください。 

 



 

 

■後藤幼児教育課長 

懲戒権は民法で定められていて、例えば、子どもに罰を与えるというような権

利になります。 

保育所等においては、体罰を与えてもよいというような法律になっていたこと

から、それは民法でも、保護者等になっていたのですが、保育所等にいると、そ

この施設の者にと読み替えていたものです。 

家庭でも監護する者は、そのような体罰等をしてはいけないとなりました。従

って施設でも、そのような、体罰はいけないという民法で規定していたところを

削除されています。今回、それを受けた児童福祉法の条文が削除されたことによ

って、それを受けていた市の条例も、そこの部分を削除しました。 

■相原委員 

単純に読んだ場合に、「濫用してはならない」という部分が削除されると、濫

用していいと。そのような逆の読み方ができてしまうように感じてしまいました。 

■後藤幼児教育課長 

そうではないです。言い回しが法律上の言い回しになってしまいます。 

■植松学校教育課長 

「濫用」という言葉が誤解を招いていたため、「濫用」ごと取ったという形で

すね。 

■相原委員 

そういうことなのですね。 

現在でも濫用してはいけないどころか、やってしまったら暴行罪という話にな

ってくるのですよね。 

■後藤幼児教育課長 

該当条文が以前は、監護、教育及び懲戒に対しとなっていましたが、監護及び

教育に対し、というようになりました。 

■相原委員 

分かりました。ありがとうございます。 

■増田教育長 

その他いかがでしょうか。 



 

 

車に子どもが残っていないか確認するということを文言に起こさなければなら

ないというのは、何か情けない話なのですが。送迎車両についても本市では該当

の車はないと、この前説明されましたよね。 

■後藤幼児教育課長 

民間園も含めて本市ではないです。 

■増田教育長 

よろしいですか。それでは、学校教育課に戻り、補正予算の説明をお願いしま

す。 

■植松学校教育課長 

令和４年度伊豆の国市一般会計補正予算(第10号)案の教育委員会分について。 

所管ごと、順に説明させていただきます。 

本日は、教育施設整備課長が不在のため、学校教育課と教育施設整備課を私か

ら説明させて頂きます。 

資料２ページ目をお願いします。 

繰越明許として、小学校、中学校及び幼稚園の新型感染症対策事業でそれぞれ 

7,650千円、4,050千円、2,500千円繰越しになります。 

次に、地方債の補正として、小学校の施設照明LED化推進事業、体育施設の照明

LED化事業です。これらの地方債が変更になりました。それぞれ14,300千円、1,70

0千円に変更されました。 

次に、歳入です。３ページをご覧ください。 

15款国庫支出金の２項国庫補助金、教育費補助金をご覧ください。右の事項で

説明いたします。 

１節小学校費補助金、２節中学校費補助金です。これは学校保健特別対策事業

費の補助金として国庫から受けるもので、小学校が3,825千円。同様に中学校が2,

025千円になります。 

４ページをご覧下さい。 

18款の寄附金について説明します。教育費寄附金として1,000千円の寄附を受け

ましたので歳入として補正します。 

次の19款繰入金、21款諸収入、22款市債は、完了した事業の不用額等を含め減

額補正をしています。 



 

 

５ページは歳出です。10款教育費、1項教育総務費の１節教育委員会事務局運営

事業の24-03をご覧下さい。教育振興基金積立金の1,000千円は、先程1,000千円の

寄附を受けたことによるものです。 

10款教育費、小学校費は概ね減額補正をしています。事業が完了したことによ

り不用額を精算することによるものです。２項小学校費の小学校施設照明LED化推

進事業についても、事業完了により減額しています。 

次の小学校新型感染症対策事業については、アルコール、手袋等消耗品の買入

による増額となります。 

なお、中学校においても、事業完了による精算が主なものとなります。 

資料７ページをお願いします。 

長岡中学校費、韮山中学校費、大仁中学校費についても教育振興事業の事業完

了により報償費の不用額を精算し、減額補正とするものです。学校教育課は以上

です。 

■後藤幼児教育課長 

続いて幼児教育課です。歳入から説明します。 

資料３ページをご覧下さい。 

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費負担金、７節保育園費負担金の

１細節子どものための教育・保育給付交付金及び16款県支出金、１項県負担金、

１目民生費負担金、９節保育園費負担金、１細節子ども・子育て支援給付費負担

金の増額は、ちとせ保育園の３歳未満児が、当初見込んでいた人数より受け入れ

数が増えたため、園に支払う給付費が増加しました。この給付費に対する国県負

担金の増額です。補助率は国が２分の１、県と市が４分の１です。 

16款県支出金、２項県補助金は、８目教育費補助金、４節幼稚園費補助金、１

細節教育体制整備事業費交付金は、公立幼稚園５園に対する新型コロナウイルス

感染症対策に係る補助金です。補助率は２分の１です。 

なお、事業自体は、令和５年度に繰越して実施します。 

次に歳出について説明します。 

資料５ページをご覧下さい。 

３款民生費、６項保育園費、１目保育園総務費、19節扶助費、１民間・市外施

設運営費助成事業、19-01ちとせ保育園運営費助成の増額は、歳入で説明したとお

り、３歳未満児が当初見込んでいたより、受け入れ人数が増えたためです。 



 

 

次に資料７ページをご覧下さい。 

10款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園総務費、10幼児教育新型感染症対策事

業の補正は、公立幼稚園５園に対するコロナ対策に係るマスク、消毒液等の消耗

品費や園舎内の消毒等の委託料です。 

事業自体は令和５年度に繰越して実施しますが、これに関する県の補助金が令

和４年度の補正予算対応分となるため、今回予算計上しました。説明は以上です。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。 

資料７ページをご覧下さい。 

10款教育費、7項保健体育費、1目保健体育総務費、市町村駅伝競走大会参加事

業及びホストタウン交流事業は、いずれも事業完了に伴う減額補正になります。 

２目体育施設費、体育施設LED化推進事業の大仁東体育館についても、同じく工

事完了に伴う減額補正になります。説明は以上です。 

■工藤文化財課長 

文化財課工藤です。 

資料３ページをご覧下さい。 

歳入、15款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費補助金です。 

北条氏邸跡整備事業費補助金が38千円でしたが、竹木の伐採事業を実施しない

ことになったため減額します。 

同じくこれに随伴する、県の支出金として、16款県支出金、２項県補助金、８

目教育費補助金の文化財保護費補助金の12千円が減額になります。 

続いて歳出の説明をします。 

資料８ページをお願いします。 

初めに訂正部分がありますので申し上げます。８節旅費において、文化財総務

費の史跡等整備調査委員会 運営事業の費用弁償が減額になっていますが、これは

実施することになりましたので減額は行いません。そのため、削除をお願いしま

す。同じく下にある、13節使用料及び賃借料において、遺跡発掘調査事業の重機

等借上料が600千円減額になっていますが、実施する予定ができたため、減額しな

いことになりました。そのため、削除をお願いします。 

これら以外の減額分については事業の終了、もしくは実施を見送ったことで減

額になっています。説明は以上です。 



 

 

■増田教育長 

説明が終わりました。補正について、何かご質問はございますか。 

■植松学校教育課長 

続きまして、新年度の予算案について説明に移りたいと思います。 

「令和５年度 伊豆の国市一般会計当初予算案の教育委員会分」について説明を

します。 

資料２ページにある主要、新規、拡充項目の表をご覧下さい。 

初めに１番目になります。幼保小中グローバル教育事業になります。 

こちらですが、誰一人取り残さず子ども達が可能性にチャレンジして世界で活

躍できる力を育てることを目指して英語そして異文化に触れて学ぶ機会を創出す

るとしたことを目的としています。内容的には２つの中に含まれており、外国語

指導助手（ALT）を増員することになりました。これによって幼稚園、保育園、小

学校1年生、2年生からこれまで英語に触れる機会がなかった小学校１、２年生ま

でを含め中学生まで全ての年齢の児童生徒に対して一貫して切れ目のない英語、

そして異文化についての学ぶ機会を作る事業となります。これは債務負担の時に

１度説明させて頂いたものですけれども、この予算となります。また、合わせま

して小中学生の英語の学習意欲向上のために、英語検定の受験費用を一部支援す

るとしたものでございます。合わせてグローバル教育事業としまして、これまで

幼稚園、保育園で「英語で遊ぼう」事業として、別建てしておりましたものを全

てこちらの中に内包して実施して参ります。 

そして２つ目になります。学校給食賄材料費の物価高騰対策分です。こちらは

物価高騰によりまして今年度、国からの交付金を受けて約６%。小中学校でいいま

すと約６％給食調理に掛かる食材料費を上乗せして家庭の、給食費を本来増額し

なければならないところを抑えています。この上昇分を来年度につきましても市

費によって負担をして給食費の保護者負担を抑制し子ども達の健康で健全な育成、

そして子育て世代を支援するとしたものです。基礎としては令和３年度を参考と

しまして本年度と同様の計算で６%を計上させて頂いているものです。 

次に３番になりますけれども、教育施設整備課の認定こども園整備事業です。

こちらはまさに進めている最中ですけれども長岡幼稚園、そして長岡保育園、こ

れらを統合して子ども園という形で運営して参ります。このために教室また調理

施設等の施設整備費用を計上するものです。 



 

 

次に４点目です。韮山小学校の屋内運動場長寿命化改良事業。これは韮山小学

校にある屋内運動場、いわゆる体育館です。これらの維持補修を図って延命化す

るものとしたもので、屋根の改修、または外壁の改修等を行うものの予算となっ

ています。 

最後になりますけれども長岡中学校大規模改修事業です。今年度は韮山中学校

が対象でしたが、来年度は長岡中学校のトイレ改修、いわゆる洋式化を図ってま

いります。 

学校教育課、教育施設整備課については以上となります。 

■後藤幼児教育課長 

続いて幼児教育課です。幼児教育課は６番から11番までの説明をします。 

６番、給食費物価高騰分支援補助金は、私立保育園に対して、今年度同様に 

賄材料費に物価高騰として給食費の５％程度を上限として助成することにより保

護者の負担軽減を継続することを目的としています。 

７番、保育強化支援事業費補助金は、保育園における保育士の業務負担軽減と

して実施する令和５年度からの新規事業です。内容としましては、保育士資格は

ないが一定の要件を満たした者を保育補助者として雇い上げた場合の補助と保育

士の資格を持たない、例えば給食の補助、そうじ等の保育に係る周辺業務を行う

保育支援者を雇い上げた場合にその費用を助成するものです。 

８番、保育園運営総務事業（タブレット端末リース料）は、保育士の業務負担

軽減を目的として 県の補助金を利用して、公立保育園にタブレットを配置する

ものです。これにより現在導入している業務効率化支援システムの使い勝手を良

くするものです。 

９番、英語であそぼう事業は、小さい頃から異文化や英語に慣れ親しむため、

私立園において５歳児を対象とした英語教育を実施した園に対して、その費用を

助成するものです。公立園に通う５歳児に対しては、小中学校のＡＬＴが対応し

ます。 

10番、保育園給食賄材料費（物価高騰対策分）は、６番の給食費物価高騰分支

援補助金と同じように、公立園の賄材料費に対して今年度同様に物価高騰として

給食費の５％程度を上限として助成することにより保護者の負担軽減を継続する

ことを目的としています。 



 

 

11番、幼稚園運営総務事業（タブレット端末リース料）は、8番保育園運営総務

事業（タブレット端末リース料）の説明と同じく幼稚園教諭の業務負担軽減を目

的として県の補助金を利用して、公立保育園にタブレットを配置するものです。 

以上で説明を終わります。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。あやめ会館エレベーター改修工事及び、長岡温水プール

空調設備改修工事については、施設の老朽化に伴う機器類の更新になります。 

14番、大仁東体育館トイレ改修工事については、バリアフリー化及び、トイレ

の洋式化工事になります。本年度は男子トイレを実施し、来年度は女子トイレを

改修する予定です。 

15番、韮山体育館床改修工事です。韮山体育館1階床は剣道場等が設置されてい

ますが、床の部分に「ダボ」呼ばれる木の杭が打ち付けてあるのですが、これが

浮いている状態になっていたということで、利用者から連絡があり、私共も確認

したところ、部分的なものではなく、全体的に浮いている場所があるのを確認し

ました。この原因を探るため、昨年、業者に委託し床を切り取ってもらい、土台

を「コア抜き」という丸いコンクリートを抜く作業をしました。業者からの話し

では板が悪いのではなく、土台が悪いだろうとのことでした。土台の中に空洞が

できているのではないかという仮定もと、検査したところ、やはり土台の部分に

空洞部ができているということでした。今回の工事では、床を１回全て剥がし土

台部分のコンクリートをどのようにするかということで、中に強化プラスチック

のようなものを注入し、土台を固めるような施工方法で進める計画をしています。 

これらは通常「土間コン」と言われる部分ですが、その部分を全て壊す工事にな

るかと私は思っていたのですが、今はそのような工事よりも、先程言った中に注

入して上げるやり方が一般的に行われているということで、そのような方法で行

う予定です。そうすると工事期間も短くなるということです。それでも床を全て

剥がして部分的に持ち上げ注入して行くので時間は掛かるということで、現在韮

山中学校と実施時期について打ち合わせを行っているところです。 

最後になります。電子書籍ライセンス使用料です。 

こちらは、電子図書館導入に伴い電子書籍を購入するための使用料を2,200千円

確保しました。説明は以上です。 

 



 

 

■工藤文化財課長 

文化財課工藤です。文化財課からは新規事業として歴史・文化拠点施設調査事

業を計上しています。新聞報道等でご承知かもしれませんが、郷土資料館を時代

劇場の映像ホールに移転する案は断念することになりました。これを受けて、郷

土資料館が抱える問題点、課題というのは相変わらず存在しているので、市とし

ては課題をどのように解決するかという中、暫定的な施設でなく新たな施設の整

備の可能性を探って行こうということで、来年度に先進事例、先行事例を調べる

意味合いで、歴史文化拠点施設に関する調査をするための調査旅費を計上したも

のです。説明は以上です。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

新規拡充予算分のみ抜き取った説明でしたが、来年の重点政策に関わる予算で

すので委員の皆様から質問、又は事業に対する質問もありますでしょうか。 

■相原委員 

韮山小学校、長岡中学校の改修事業は高額ですね。 

■植松学校教育課長 

韮山小体育館の改修費用についてですが、体育館を壊して作るよりも延命化す

るため大規模改修をした方が、より長く使え、より安価に済ませられます。そう

でないと40年から45年位で、壊して立て直す必要があり、なるべく大事に使おう

ということで、たびたびこのような施設改修をするものです。 

■小池委員 

数年前に、長岡南小学校体育館を見た時に、舞台が前の方に傾いていました。

これは順番で来年、再来年対応して頂けるのでしょうか。 

■植松学校教育課長 

教育施設については全てが大規模施設になります。当市の規模では、ひとつの

年度で２カ所、３カ所改修するのは難しいところです。そのため整備計画という

ものを立てています。これは学校の建て替えを含み、この計画に基づいて体育館、

学校の施設を延命修繕し、寿命が近くなった時に初めて建て替えをするというこ

とで、これに基づき進めています。 

 

 



 

 

■増田教育長 

金額が高額で驚いてしまいますよね。個人の家庭の修繕費とは桁が違いますの

で。まだ順番待ちしている学校もいくつかあります。 

また、賄い材料費補填分は、今年補正で対応した金額と、おおよそ同等の金額

を予算化してあると考えれば良いですか。 

■後藤幼児教育課長 

同等になります。ただし、令和４年度は、地方創生の臨時交付金の補助金で対

応したのですが、来年度は市単独になります。 

■佐藤教育部長 

物価高騰が、昨年度より更に進んでいる部分はありますが、やはり財政との調

整のなかで、昨年と同じというか、そのようなところで今回は予算をとっていま

す。 

■植松学校教育課長 

給食だけの話しでなく役所全体としても電気料、燃料費など、今の予測値では

この程度だろうというです。予想を超える幅で上昇ならば、いずれはどこかでそ

れはすることを前提としています。 

■相原委員 

文化財課の移転を断念したというのは、反対意見が多かったのか、その辺の経

緯についてお聞きしたでいす。 

■工藤文化財課長 

もともと施設を利用していた団体の方々と、意見交換会の機会を２回、昨年の 

12月に実施しました。意見交換会では、参加者が利用している方々が多数でした

ので、皆様反対な訳です。かなり強硬な反対意見が大勢を占めていました。 

また、それらの方々が市に対し連名で反対の意見書、要望書を提出されたとい

うこともあります。更に、市議会議員の方々の中で、「もともと映像ホールに戻

すはずだったという前提があるのに、それを反故にするのはどうか。」というこ

ともあり、市議会議員の方々からも反対の要望書が提出され、反対議員方々の人

数を合計すると９名でした。そのようなことから、予算を市議会に提出しても否

決されるであろうという部分もあります。 

また、市長は全体的な「公益としては、その方が勝るだろう」という考えで出

した案でしたが、やはり市民の方々の理解を得ることが出来なかったということ



 

 

で、今回は、それを断念して、新たな施設の整備の可能性を探って行こうという

ような形に変更しました。 

■相原委員 

どの位の数の団体が使っていたのですか。 

■工藤文化財課長 

数十団体あります。年間、延べ１万人以上の方が利用されています。ただし、

使う頻度は団体によって差が大きく、多く利用している団体は、２から３団体で

はありますが、連名で反対要望書を提出した団体は、全部で５から６団体くらい

あったかと思います。 

■相原委員 

代替え施設等は用意できなかったのでしょうか。 

■工藤文化財課長 

もちろん提案はしたのですが、映像ホールは映像設備があるということと、音

響の関係等、それからやはり立地について、公共交通機関で駅から近いというこ

と、これらに匹敵する所はないという受け取り方でした。こちらから、他のこの

ようなところがありますがいかがでしょうか。あるいは、そこを改修したらどう

でしょうかと提案はしたのですが、受け入れられませんでした。 

■増田教育長 

市長も苦渋の決断をされたことと思います。 

よろしいでしょうか。こども園化の予算や、このような１億円近い様々な工事

費の影響で、次年度の教育費が総予算の10%近くまで予算が確保されそうです。 

これが修繕、建設ばかりでなく、常時こども達ための予算で充実できれば良い

なと思います。今、財政全体が十分でない中で、教育予算にも割いて頂いている

という感じを持っています。 

■増田教育長 

よろしいですか。一括してお諮りしたいと思います。議案第2号「令和５年伊豆

の国市議会３月定例会の提出議案の意見聴取について」は承認でよろしいでしょ

うか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

 



 

 

■増田教育長 

議案第2号「令和５年伊豆の国市議会３月定例会の提出議案の意見聴取について」

は、承認されました。 

続きまして、日程第9 議案第3号「伊豆の国市学校医（園医）の委嘱について」

の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。議案第3号「伊豆の国市学校医（園医）の委嘱について」

説明します。 

市の学校管理規則第30条及び第47条によって、学校施設、保育所等に学校医、

園医を置くと規定されています。これにより、学校医、園医を委嘱するものであ

ります。現在、委嘱しております委員の任期は、令和４年３月31日で任期満了と

なるため、継続または新たに任命するものです。 

資料の１、２ページをお願いします。11名の医師すべてから再任の意向を受け

ております。委嘱の期間につきましては、令和５年４月１日から令和６年３月31

日までとなります。説明は以上です。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■相原委員 

全員再任でしょうか。 

■植松学校教育課長 

全員再任になります。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第3号「伊豆の国市学校医（園医）

の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第3号「伊豆の国市学校医（園医）の委嘱について」は、承認されました。 

続きまして、日程第10 議案第4号「伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委嘱

について」の説明をお願いします。 

 



 

 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。議案第4号「伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委嘱に

ついて」説明します。市の学校管理規則第30条及び第47条の規定に基づいて、学

校歯科医及び園歯科医を委嘱するものです。 

資料の１～３ページをお願いします。ここに記載の21名の歯科医師より再任の

意向を受けております。委嘱の期間につきましては、令和５年４月１日から令和

６年３月31日までとなります。説明は以上です。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■相原委員 

実働というか、どの位活動されていますでしょうか。 

■植松学校教育課長 

主に健診が一番多く、その際に診ていただいていることが主になります。 

■増田教育長 

歯科医は健診の日だけですよね。 

園医、学校医は健診と、今はコロナ渦ですので、休園、休校についての相談は

随時諮っているところだと思います。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第4号「伊豆の国市学校歯科医（

園歯科医）の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第4号「伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委嘱について」は、承認され

ました。 

続きまして、日程第11 議案第5号「伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委嘱

について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。議案第5号「伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委嘱に

ついて」説明します。市の学校管理規則第30条及び第47条の規定に基づき、学校



 

 

薬剤師及び園薬剤師を委嘱するものです。現在、委嘱しております薬剤師の任期

は、令和４年３月31日で任期満了となるため、任命するものであります。 

資料の１ページをお願いします。ここにあります９名の薬剤師より内諾を受け

ております。委嘱の期間につきましては、令和５年４月１日から令和６年３月31

日までとなります。説明は以上です。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第5号「伊豆の国市学校薬剤師

（園薬剤師）の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第5号「伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委嘱について」は、承認され

ました。 

続きまして、日程第12 議案第6号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。議案第6号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の

委嘱について」説明します。市のいじめ問題対策連絡協議会条例に基づきまして、

当該協議会設置し委員を委嘱しております。この協議会構成員の２人が退任する

こととなり、改めて後任の委員を任命するものであります。 

資料の１ページをお願いします。 

委員会構成表の下に、お示ししておりますが、スクールソーシャルワーカーの

江間香さんが、退任することとなりました。このため、新たに、同職の木内祥子

さんを委員として任命するものです。 

また、民生委員代表の西原由晴さんが、令和４年12月で民生委員の全国一斉改

正により退任されたため、民生委員主任児童委員の中村裕子さんを委員として新

たに任命するものです。 

なお、任期につきましては、令和５年１月27日から令和６年３月31日までとす

るものです。説明は以上です。 



 

 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第6号「伊豆の国市いじめ問題対

策連絡協議会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第6号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」は、承

認されました。 

続きまして、日程第13 議案第7号「令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日の

変更について」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。議案第7号「令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日の変

更について」説明します。 

資料２ページをお願いします。 

図書館条例施行規則 第３条 休館日について、教育委員会が特に必要と認めた

場合これを変更し、又は臨時に休館することができるとあります。この規定に基

づいて変更するものです。 

資料１ページにお戻り下さい。今回休館するのは、中央図書館、韮山図書館両

館になります。この度休館するのは、新たな図書館システム導入による切り替え

作業、そして、電子図書館の導入作業により、約10日間の休館になります。３月

６日から15日の間は両館とも休館になります。中央図書館については月曜日が休

館ですので、３月６日の記載はありません。韮山図書館は水曜日が休館ですので、

15日の記載はありません。市内の図書館については、３月６日から15日の間が休

館で、この間に導入作業を進める計画でいます。こちら、市民の方々への周知に

ついては随時行っていく予定です。説明は以上です。 

■増田教育長 

説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

 

 



 

 

■増田教育長 

この期間で作業をして、デジタル化したコンテンツの、市民への周知は、どの

ような予定でしょうか。 

■山本生涯学習課長 

デジタル図書館のスタート日を図書館と打ち合わせしているのですが、４月１

日だと厳しいということ。連休前には可能ではないかということで最後の詰めを

行っているところです。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第7号「令和４年度伊豆の国市立

図書館の休館日の変更について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

議案第7号「令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日の変更について」は、承認

されました。 

続きまして、日程第14 議案第8号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認

定について」の説明を１世帯ずつお願いします。 

■植松学校教育課長 

＜略＞ 

□質疑 

 ＜略＞ 

■増田教育長 

議案第8号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について」は、全世帯

承認されました。 

これで、本日予定されました付議事項につきましては、すべて終了しました。 

ここで、１月定例会を閉会といたします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 ２月  日 

 

           署名委員               ○印 
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